
　　　玉名市集落支援員設置要綱 

 

　（設置） 

第１条　この要綱は、過疎地域等における集落対策の推進要綱（平成２５年３月２

９日付け総行応第５７号、総行人第８号、総行過第１１号）に基づき、少子高齢

化による人口減少が進行し、地域活力の衰退が危惧される本市において、住民や

関係団体と協働して地域の現状や課題を把握し、地域の実情に対応した維持及び

活性化対策を推進することを目的として、集落支援員（以下「支援員」という。）

を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。 

　（支援員の身分） 

第２条　支援員の身分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２２条の

２第１項に規定する会計年度任用職員として市長が任用し、委嘱する支援員（以

下「任用型支援員」という。） 

⑵　市長が委託契約を締結し、委嘱する支援員（以下「委託型支援員」という。） 

⑶　市長が、法人又は団体に支援員の設置及び活動に係る業務を委託し、委嘱す

る支援員（以下「外部委託型支援員」という。） 

⑷　自治会長等が兼務し、市長が委託契約を締結して委嘱する支援員（以下「兼

務型支援員」という。） 

　（支援員の資格） 

第３条　支援員となることができる者は、地域づくりに関心が高く、かつ、地域の

実情に精通した者で次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

⑴　委嘱の日において、１８歳以上の者 

⑵　心身共に健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動で

きる者 

⑶　法第１６条に規定する欠格条項に該当しない者 

⑷　暴力団員（玉名市暴力団排除条例（平成２４年条例第２号）第２条第２号に

規定する暴力団員）に該当しない者 

　（支援員の活動） 

第４条　支援員は、市及び地域と連携しながら、次に掲げる活動を行う。 

⑴　集落点検の実施 

⑵　集落の在り方に関する話し合いの促進 

⑶　地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策 

⑷　前３号に定めるもののほか、市長が必要と認める活動 

　（支援員の任期等） 

第５条　支援員は、第３条に規定する資格を有する者のうちから市長が委嘱する。 



２　支援員の委嘱期間は、１年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度

の３月３１日までとする。この場合において、市長は、当該支援員の委嘱期間を

更新することができる。 

３　市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支援員を解嘱す

ることができる。 

⑴　法令若しくはこの告示の規定に違反し、又は支援員活動を怠ったとき。 

⑵　心身の故障のため、支援員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと

き。 

⑶　自己の都合により退任の申出をしたとき。 

⑷　支援員活動に必要な適格性を欠くとき。 

⑸　支援員としてふさわしくない非行のあったとき。 

⑹　前各号に定めるもののほか、市長がその職を解くことを適当と認めたとき。 

４　前項の規定を適用した場合において、後任として新たに支援員を委嘱したとき

の任期は、前任者の残任期間とする。 

　（支援員の委嘱） 

第６条　市長は、第３条の要件を満たす者を支援員に委嘱しようとするときは、そ

の者に委嘱状を交付する。 

　（身分証明書） 

第７条　市長は、支援員に身分証明書（様式第１号）を交付するものとする。 

２　支援員は、支援員活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があ

ったときは、これを提示しなければならない。 

３　支援員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更して

はならない。 

４　支援員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長へ報告しな

ければならない。 

５　支援員は、退任したとき、又は解嘱されたときは、直ちに身分証明書を市長に

返還しなければならない。 

　（報告） 

第８条　支援員は、支援員活動について、次に掲げる事項を報告しなければならな

い。ただし、外部委託型支援員は、市が委託した法人又は団体（以下「受入団体」

という。）を介して市に報告を行うものとする。 

⑴　毎月、当該月の集落支援員活動内容等を記録した集落支援員活動報告書（様

式第２号。以下「月報」という。）を作成し、翌月の１０日までに市長に提出し

なければならない。ただし、３月の活動に係る報告については、同月３１日ま

でに行うものとする。 

⑵　毎年度末までに当該年度の集落支援員実績報告書（様式第３号。以下「年報」



という。）を作成し、関係書類を添えて、市長へ提出しなければならない。 

⑶　その他活動内容について、市長に報告すること。 

２　支援員の委嘱期間の終期が年度末でない場合は、委嘱期間の最終月に年報を作

成し、委嘱期間の最終日までに市長に提出しなければならない。 

３　委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算

して１０日以内に月報及び年報を市長に提出するものとする。 

　（任用型支援員の給与等） 

第９条　任用型支援員の給与及び費用弁償は、玉名市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例（令和元年玉名市条例第８号）の定めるところによる。 

２　任用型支援員の活動に要する経費は、予算の範囲内で支給する。 

　（委託型支援員の委託料等） 

第１０条　市長は、委託型支援員に対し、支援員活動の対価及び支援員活動に必要

な経費として委託料を支払うものとする。 

２　前項の委託料は、１年の総額が５００万円を超えない範囲の額とする。 

　（外部委託型支援員の委託料等） 

第１１条　市長は、受入団体に対し支援員の設置及び活動に係る業務の対価及び支

援員活動として委託料を支払うものとする。 

２　前項の委託料は、１年の総額が５００万円を超えない範囲の額とする。 

　（兼務型支援員の委託料等） 

第１２条　市長は、兼務型支援員に対し、支援員活動の対価及び支援員活動に必要

な経費として委託料を支払うものとする。 

２　前項の委託料は、１年の総額が４０万円を超えない範囲の額とする。 

　（活動形態等） 

第１３条　支援員の活動形態は、次に掲げるとおりとする。 

⑴　任用型支援員、委託型支援員及び外部委託型支援員の活動時間は、週１５時

間３０分以上３０時間以内とする。 

⑵　兼務型支援員の活動時間は、週１５時間３０分未満とする。 

⑶　任用型支援員の休暇は、玉名市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関す

る規則（令和元年玉名市規則第１３号）の定めるところによる。 

　（守秘義務） 

第１４条　支援員は、活動上で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 

　（市の役割） 

第１５条　市は、支援員の活動が円滑に実施できるように次に掲げる事項を行うも

のとする。 

⑴　支援員の活動に関する総合調整 



⑵　支援員が活動を行う地域との調整 

⑶　その他支援員の活動に必要な事項 

　（その他） 

第１６条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

　　　附　則 

　この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



様式第１号（第７条関係） 

　　　　　　　　　　　　（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉名市集落支援員　身分証明書 

 

氏　　名　　 

生年月日　　　　 

 

上記の者は、玉名市集落支援員であることを証明する。 

有効期限　　　　 

発 行 日　　　　 

 

玉名市長　　　　　　　　　印　 

注意事項　 

 

１　証明書は、職務に従事するときは常に携帯し、請求があ

ったときは、これを提示しなければならない。 

２　証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを

変更してはならない。 

３　証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長へ報

告しなければならない。 

４　証明書は、退任し、又は解嘱されたときは、直ちに市長

へ返還しなければならない。



様式第２号（第８条関係） 

年　　月　　日　 

 

　玉名市長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　 

 

集落支援員活動報告書 

　玉名市集落支援員設置要綱第８条第１第１の規定により、次のとおり報告します。 

 

１　活動月報 

 

２　活動日報 

 報告年月

 業務内容 

 翌月の活動予定内容等 

 その他 

 活動日 活動時間 活動の内容

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

年　　月　　日　 

　玉名市長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　 

 

集落支援員実績報告書 

　　　　　年度玉名市集落支援員の活動内容について、玉名市集落支援員設置要綱

第８条第１項第２号の規定により、次のとおりその実績の関係書類を添えて報告し

ます。 

 

関係書類 

１　年間の活動報告書 

２　その他必要な書類


